


－ 1 －
 

 

 

 

      



－ 2 －
 

 

 

 



－ 3 －
 

 

 
 

 

 

 



－ 4 －
 

 



－ 5 －
 

 
 
 
 
 



－ 6 －
 



－ 7 －
 



－ 8 －
 



－ 9 －
 

鶴岡市立荘内病院医師修学資金貸与条例 

(目的) 

第 1 条 この条例は、鶴岡市立荘内病院(以下「病院」という。)

に医師として勤務しようとする者に対し、その修学に必要な資

金(以下「修学資金」という。)を貸与することにより、病院に

おける医師の確保を図ることを目的とする。 

(貸与の対象者) 

第 2 条 修学資金の貸与を受けることができる者は、次に掲げる

要件を備える者とする。 

(1) 将来医師として病院に勤務する意思を有していること 

(2) 学校教育法(昭和 22 年法律第 26号)第 1 条に規定する大

学(同法第 97 条に規定する大学院(以下「大学院」とい

う。)を除く。以下「大学」という。)の医学を履修する課

程に在学していること。 

(3) 他の修学資金の返還の債務がないこと(病院事業管理者

(以下「管理者」という。)が特に認める場合を除く。)。 

(修学資金の額等) 

第 3 条 修学資金の額は、年額 200 万円以内の額で管理者が別に

定める額とする。 

2 修学資金を貸与する期間は、貸与を受ける者の在学する大学

の正規の修学期間の終了する日までとする。 

3 修学資金には、利子を付さない。 

(保証人) 

第 4 条 修学資金の貸与を受けようとする者は、管理者が別に定

めるところにより、保証人を立てなければならない。 

2 前項の保証人は、修学資金の貸与を受けた者と連帯して返還

の債務を負担するものとする。 

(貸与の休止) 

第 5 条 管理者は、修学資金の貸与を受けている者(以下「修学

生」という。)が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休

学し、又は停学の処分を受けた日から復学した日の前日まで修

学資金の貸与を行わないものとする。 

(貸与の打切り) 

第 6 条 管理者は、修学生が次の各号のいずれかに該当すること

となったときは、修学資金の貸与を打ち切るものとする。 

(1) 退学したとき。 

(2) 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。 

(3) 心身の故障のため、修学の見込みがなくなったと認めら

れるとき。 

(4) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。 

(5) 偽りその他不正の手段により修学資金の貸与を受けたと

き。 

(6) 死亡したとき。 

(7) 前各号に掲げるもののほか、修学資金の貸与の目的を達

成する見込みがなくなったと認められるとき。 

(返還) 

第 7 条 修学資金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該

当することとなったときは、その事由の生じた日の属する月の

翌月の初日から起算して 3 月以内に、貸付けを受けた修学資金

の総額を一括して返還しなければならない。ただし、管理者が

特に認めるときは、別に期限を定め、又は分割して返還させる

ことができる。 

(1) 大学を卒業したとき。 

(2) 前条の規定により修学資金の貸与を打ち切られたとき。 

(返還の猶予) 

第 8 条 管理者は、前条の規定により修学資金を返還すべき者が

次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める間、

修学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。 

(1) 次条第 1 項第 1 号に規定する事由に該当し、返還の債務

の免除を受けようとするとき 免除の決定を受けるまでの

間 

(2) 災害、疾病その他やむを得ない事由により修学資金を返

還することが困難であると管理者が認めるとき 当該事由

が存続する間 

(返還の免除) 

第 9 条 管理者は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいず

れかの事由に該当することとなったときは、修学資金の返還の

債務を免除するものとする。 

(1) 大学を卒業した日の属する月の翌月の初日から起算して

2 年以内に医師免許を取得し、その取得した日の属する月の

翌月の初日から起算して 8 年を経過した日までに病院に勤

務した場合において、その引き続く在職期間が返還免除適

用期間（修学資金の貸与を受けた期間に 1.2 を乗じて得た

期間（月を単位とし、1月に満たない期間は切り捨てる。当

該期間が 5 年に満たないときは、5 年とする。）をいう。以

下同じ。）に達したとき。ただし、次のいずれかに該当す

るときは、当該事由が存続する間は、引き続き病院に在職

することを要しないものとする。 
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ア 大学院の医学を履修する課程に在学しているとき。 

イ 管理者が別に定める医療機関で研修を受けているとき。 

ウ 修学資金の貸与を受けた者の責めに帰することができな

いと認められる理由により、病院に勤務していないと

き。 

(2) 前号の在職期間中に職務により死亡し、又は職務に起因

する心身の故障のため免職されたとき。 

2 管理者は、前項第１号の場合において、修学資金の貸与を受

けた者の引き続く在職期間が返還免除適用期間に達しないとき

は、当該在職期間に応じ、修学資金の返還の債務の一部を免除

することができる。 

3 管理者は、前二項に定める場合のほか、修学資金の貸与を受

けた者がやむを得ない事由により修学資金を返還することがで

きないと認めるときは、返還の債務の全部又は一部を免除する

ことができる。 

(遅延利息) 

第 10 条 修学資金の貸与を受けた者は、正当な理由なく修学資

金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返

還すべき日の翌日からこれを返還した日までの期間に応じ、返

還すべき額に年 14.6 パーセントの割合で計算した遅延利息を

納付しなければならない。 

(基金の設置) 

第 11 条 修学資金の貸与資金に充てるため、USG 医師修学資金

貸与基金(以下「基金」という。)を設置する。 

(基金の額) 

第 12 条 基金の額は、5,000 万円とする。 

2 基金の額は、鶴岡市病院事業会計予算(以下「予算」とい

う。)の定めるところにより、これを増額し、又は減額するこ

とができる。 

3 前項の規定により増額又は減額が行われたときは、基金の額

は、増額又は減額後の額とする。 

(基金の管理) 

第 13 条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確

実かつ有利な方法により保管しなければならない。 

(運用益金の処理) 

第 14 条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金

に編入するものとする。 

 

 

(繰替運用) 

第 15 条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な

繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計

現金に繰り替えて運用することができる。 

(委任) 

第 16 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し

必要な事項は、管理者が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 29 年 3月 23 日条例第 5 号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(令和 2 年 12 月 18 日条例第 40号) 

この条例は、公布の日から施行する。 
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 鶴岡市立荘内病院医師修学資金貸与条例施行規程              

  （趣旨） 

第１条 この規程は、鶴岡市立荘内病院医師修学資金貸与条例

（平成２５年鶴岡市条例第 14 号。以下「条例」という。）の

施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （申請の手続） 

第２条 条例第１条に規定する修学資金（以下「修学資金」とい

う。）の貸与を受けようとする者は、病院事業管理者（以下

「管理者」という。）の定める日までに鶴岡市立荘内病院医師

修学資金貸与申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて

管理者に提出しなければならない。 

 (1) 条例第２条第２号に規定する大学（以下「大学」とい

う。）の医学を履修する課程に在学する者であることを証明

する書類 

 (2) 大学における学業成績を証明する書類（修学年数が１年

に満たない者にあっては、卒業した高等学校（学校教育法

（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する高等学校をい

う。）における学業成績を証明する書類又は管理者が必要と

認める書類） 

 (3) 戸籍謄本（申請の日前２月以内に発行されたものに限

る。） 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類 

 （保証人） 

第３条 条例第４条第１項に規定する保証人は、２人とし、それ

ぞれ独立の生計を営む成年者でなければならない。 

 （誓約書） 

第４条 修学資金の貸与を受けようとする者は、管理者の指示に

従い、誓約書（様式第２号）に保証人の印鑑証明書及び収入を

証明する書類を添えて提出しなければならない。 

 （貸与の決定等） 

第５条 管理者は、第２条に規定する申請書等の提出があった場

合において、当該申請書等の審査及び面接により修学資金を貸

与することが適当であると認めたときは、当該年度の予算額の

範囲内で修学資金を貸与することを決定する。 

２ 管理者は、前項の規定により修学資金の貸与を決定したとき

若しくは貸与しないこととしたとき、条例第５条の規定により

貸与の休止を決定したとき又は条例第６条の規定により貸与の

打切りを決定したときは、鶴岡市立荘内病院医師修学資金貸与

（不承認・休止・打切り）決定通知書（様式第３号）により、

その旨を通知するものとする。 

 

 

 （貸与の方法） 

第６条 管理者は、貸与を決定した修学資金の年額の４分の１に

相当する額を６月、９月、１２月及び翌年３月にそれぞれ貸与

するものとする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、

この限りではない。 

２ 修学資金の貸与を受けている者（以下「修学生」という。）

は、前項の規定により修学資金の貸与を受けたときは、その都度

借用証書（様式第４号）を管理者に提出しなければならない。 

（貸与の保留） 

第７条 管理者は、修学生が正当な理由なく第１３条に規定する

書類を提出しないときは、修学資金の貸与を一時保留すること

ができる。 

 （返還） 

第８条 修学資金を返還しなければならない者は、当該返還の事

由が生じた日から起算して２０日以内に、鶴岡市立荘内病院医

師修学資金返還明細書（様式第５号）を管理者に提出しなけれ

ばならない。 

 （返還の猶予の申請手続） 

第９条 条例第８条に規定にする修学資金の返還の債務の履行の

猶予を受けようとする者は、同条に規定する事由が生じた日か

ら起算して２０日以内に、鶴岡市立荘内病院医師修学資金返還

猶予申請書（様式第６号）に当該事由を証明する書類を添え

て、管理者に提出しなければならない。 

２ 管理者は、修学資金の返還の債務の履行の猶予を決定したと

き又は承認しないこととしたときは、鶴岡市立荘内病院医師修

学資金返還猶予（不承認）決定通知書（様式第７号）により、

その旨を通知するものとする。 

 （返還の免除の申請手続） 

第１０条 条例第９条の規定にする修学資金の返還の債務の免除

を受けようとする者は、同条に規定する事由が生じた日から起

算して２０日以内に、鶴岡市立荘内病院医師修学資金返還債務

免除申請書（様式第８号）に医師免許証の写し（同条第２項に

該当する者が医師免許を取得していない場合を除く。）及び当

該事由に該当することを証明する書類を添えて、管理者に提出

しなければならない。 

２ 管理者は、前項の規定により修学資金の返還の債務の全部若

しくは一部の免除を決定したとき又は承認しないこととしたと

きは、鶴岡市立荘内病院医師修学資金返還免除（不承認）決定

通知書（様式第９号）により、その旨を通知するものとする。 

（在職期間の計算） 

第１１条 条例第９条第１項第１号及び第２項に規定する在職期

間は、期間の初日が属する月から末日が属する月までの月数に

より計算するものとする。ただし、期間の終了した月において



 

再び期間が開始することとなったときは、その月を１月として

算入するものとする。 

２ 前項の規定により在職期間を計算する場合において、現に在

職した期間中に休職、停職又は育児休業の期間（以下「休職等

期間」という。）があるときは、休職等期間の初日が属する月

から末日が属する月までの月数を控除するものとする。ただ

し、休職等期間の終了した月において再び休職等期間が開始す

ることとなったときは、その月を１月として控除するものとす

る。 

３ 第１項の規定により在職期間の計算をする場合において、現

に在職した期間中に地方公務員の育児休業等に関する法律（平

成３年法律第１１０号）第１０条第１項に規定する育児短時間

勤務（同法第１７条の規定による短時間勤務を含む。）、育児

休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関す

る法律（平成３年法律第７６号）第２３条第１項に規定する所

定労働時間の短縮措置による勤務その他これに準ずる勤務（以

下「育児短時間勤務等」という。）の期間があるときは、当該

期間の初日が属する月の翌月（当該日が月の初日であるとき

は、当該日が属する月）から当該期間の末日が属する月の前月

（当該日が月の末日であるときは、当該日が属する月）までの

月数に当該育児短時間勤務等をした者に係る当該期間における

所定労働時間をその者に係る育児短時間勤務等をしなかった場

合における所定労働時間で除して得た数を乗じて得た月数（当

該月数に１月未満の端数があるときは、これを切り上げた月

数）により計算するものとする。 

４ 第１項の規定により在職期間の計算をする場合において、休

業等期間の終了した月に育児短時間勤務等を開始したときは、

その月を１月として控除するものとする。 

 （市外の医療機関） 

第１２条 条例第９条第１項第１号イに規定する管理者が別に定

める医療機関は、次の各号に掲げるものとする。 

 (1) 独立行政法人国立病院機構法（平成１４年法律第１９１

号）第２条に規定する独立行政法人国立病院機構が設置する

病院 

 (2) 国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号）第２条第

１項に規定する国立大学法人が設置する病院 

 (3) 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関す

る法律（平成２０年法律第９３号）第２条第１項に規定する

国立高度専門医療研究センター 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、管理者が高度医療を提供し

ていると認める医療機関 

（一部免除） 

第１３条 条例第９条第２項の規定により修学資金の返還の債務

の一部の免除を受けることができる者は、次の各号のいずれか

に該当する者とする。 

 (1) 在職期間（条例第９条第２項に規定する在職期間をい

う。次項において同じ。）が１年以上の者 

 (2) 前号に掲げる者のほか、管理者が特に認める者 

２ 条例第９条第２項の規定により免除する修学資金の返還の債

務の額は、返還の債務の額に在職期間を返還免除適用期間（条

例第９条第１項第１号に規定する返還免除適用期間をいう。）

で除して得た数値を乗じて得た額（１円未満の端数は、切り捨

てる。）とする。 

 （学業成績を証明する書類等の提出） 

第１４条 修学生は、毎年（修学資金の貸与が決定された日の属

する年を除く。）４月１５日までに前年度の学業成績を証明す

る書類を管理者に提出しなければならない。 

 （届出） 

第１５条 修学生は、次の各号のいずれかに該当することとなっ

たときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。 

(1) 氏名又は住所を変更したとき。 

(2) 退学したとき又は医学を履修しなくなったとき。 

(3) 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。 

(4) 休学し、若しくは停学の処分を受け、又は復学したと

き。 

(5) 進級できなかったとき。 

(6) 保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があったとき、

保証人が死亡したとき又は保証人に破産手続開始の決定そ

の他保証 人として適当でない事由が生じたとき。 

２ 修学資金の貸与を受けた者（修学生を除く。）は、修学資金

の返還の債務が消滅するまでの間において、前項第１号若しく

は第６号のいずれかに該当することとなったとき、又は医師免

許を取得し、勤務に従事し、若しくは勤務先を変更したとき

は、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。 

 （保証人による手続） 

第１６条 保証人は、修学資金の貸与を受けた者が死亡したとき

は、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。 

２ 第８条から第１０条までの規定は、保証人が修学資金の貸与

を受けた者に代わって行う手続について準用する。 

   附 則 

 この規程は、平成２５年４月１日から施行する。  

附 則 

この規程は、令和２年１２月１８日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和４年３月１日から施行する。
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